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定例市議会を視聴しませんか

お
知
ら
せ

ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
駆
除
費
用
を
補
助

　

市
内
に
あ
る
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
の
駆
除

費
用
を
一
部
補
助
し
ま
す
。
個
人
負
担
額

は
６
，
０
０
０
円
。
業
者
へ
直
接
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

申
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
に
西
武
消
毒

☎
０
２
７
‐
２
２
３
‐
２
３
１
１
、
０
１

２
０
‐
０
２
６
‐
４
８
１
へ

問
衛
生
検
査
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
７
７

猫
の
去
勢
・
不
妊
手
術
費
用
を
補
助

　

猫
の
去
勢
・
不
妊
手
術
に
か
か
っ
た
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
対
象
は
３
月

１
日
か
ら
来
年
２
月
29
日
㈭
ま
で
に
実
施

し
た
猫
の
去
勢
・
不
妊
手
術
。
詳
し
く
は

本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
市
内
に
住
民
票
の
あ
る
人
が
飼
っ
て
い

る
猫
か
責
任
を
持
っ
て
世
話
を
し

て
い
る
猫
（
１
世
帯
10
匹
ま
で
）

補
助
金
額
＝
１

匹
当
た
り
上
限

〈
去
勢
手
術
〉３
，

０
０
０
円
〈
不

妊
手
術
〉
５
，

０
０
０
円

申
市
保
健
所
内

衛
生
検
査
課
へ

産
業
廃
棄
物
処
理
の
報
告
は
忘
れ
ず
に

　

事
業
活
動
で
排
出
さ
れ
る
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
や
ガ
ラ
ス
く
ず
な
ど
は
産
業
廃

棄
物
で
す
。
こ
れ
ら
を
排
出
す
る
と
き
は
、

産
業
廃
棄
物
管
理
票
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）

の
交
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
昨

年
度
中
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
交
付
し
た
事

業
者
は
、
産
業
廃
棄
物
管
理
票
交
付
等
状

況
報
告
書
を
作
成
し
、
６
月
30
日
㈮
ま
で

に
市
役
所
廃
棄
物
対
策
課
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
９
５
３

あ
か
ぎ
の
輝
き
を
抽
選
販
売

　

本
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
バ
ラ
、
あ
か
ぎ
の

輝
き
２
０
０
株
を
抽
選
販
売
し
ま
す
。

時
６
月
11
日
㈰
９
時
〜
13
時

場
敷
島
公
園
門
倉
テ
ク
ノ
ば
ら
園

￥
１
株
１
，
６
０
０
円

申
５
月
18
日
㈭
（
必
着
）
ま
で
に
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
（
１
世
帯
１
申
込
）

直
接
。
ま
た
は
、
ぐ
ん
ま
電
子
申
請
受
付

シ
ス
テ
ム
で

持
１
匹
ご
と
に
必
要
事
項
を
記
載
し
た
領

収
書
原
本
、
申
請
者
名
義
の
預
金
通
帳

●
猫
は
室
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う

　

猫
を
外
で
飼
育
（
餌
付
け
も
含
む
）
す

る
と
、
そ
の
猫
が
ふ
ん
を
し
た
り
車
を
傷

つ
け
た
り
す
る
な
ど
、
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
に

な
り
ま
す
。
猫
は
室
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

問
同
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
７
７

コ
ン
ビ
ニ
で
の
証
明
交
付
が
休
止
に

　

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、
５

月
14
日
㈰
に
各
種
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ
ー
ビ
ス
を
休
止
。
詳
し
く
は
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
１
４

木
質
燃
料
ス
ト
ー
ブ
に
補
助

　

ま
き
な
ど
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
暖

房
機
本
体
と
煙
突
を
購
入
す
る
費
用
を
補

助
し
ま
す
。

対
富
士
見
・
宮
城
・
大
胡
・
粕
川
・
芳
賀

地
区
の
一
部
在
住
の
新
た
に
木
質
燃
料
ス

ト
ー
ブ
を
設
置
す
る
人
で
、
市
税
に
滞
納

の
な
い
人
。
詳
し
く
は
申
請
前
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額
＝
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
１

問
公
園
緑
地
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
４
２

土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
が
決
定

　

二
中
地
区
（
第
一
）
土
地
区
画
整
理
審

議
会
委
員
が
、
次
の
と
お
り
決
ま
り
ま
し

た
（
敬
称
略
）。
𣘺
本
富
子
・
小
林
右
一
・

菊
池
豊
・
正
幸
寺
・
須
藤
富
夫
・
小
林
多

佳
子
・
染
谷
誠
・
井
上
治
・
茂
木
勝
彦
。

任
期
は
令
和
10
年
４
月
20
日
㈭
ま
で
で
す
。

問
市
街
地
整
備
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
６
９

危
険
物
は
正
し
く
扱
い
事
故
防
止

　

６
月
４
日
㈰
か
ら
10
日
㈯
ま
で
は
危
険

物
安
全
週
間
。「
意
志
つ
な
ぐ
連
携
プ

レ
ー
で
事
故
防
ぐ
」
を
推
進
標
語
に
、
全

国
一
斉
に
実
施
し
ま
す
。
私
た
ち
の
身
の

回
り
に
は
、
取
り
扱
い
を
誤
る
と
火
災
な

ど
の
事
故
を
引
き
起
こ
す
危
険
物
が
あ
り

ま
す
。
正
し
い
取
り
扱
い
方
法
を
確
認
し
、

事
業
所
で
は
危
険
物
の
自
主
的
な
保
安
管

理
体
制
を
確
立
し
て
く
だ
さ
い
。

問
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
４
５
０
９

い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
備
え
て

　

Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の

取
り
扱
い
や
心
肺
蘇
生
法
を
学
ぶ
普
通
救

（
上
限
10
万
円
）

書
類
の
配
布
＝
粕
川
支
所
内
赤
城
森
林
事

務
所
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
申
請
書
に
記
入
し
、
同
所
（
☎

０
２
７
‐
２
８
５
‐
４
１
１
６
）

へ
直
接竹

木
粉
砕
機
の
利
用
費
に
補
助

　

市
内
で
伐
採
・
剪
定
し
た
枝
や
竹
を
粉

砕
す
る
竹
木
粉
砕
機
の
レ
ン
タ
ル
費
用
を

補
助
。最
長
２
日
で
、予
算
額
に
達
し
次
第
、

受
け
付
け
終
了
し
ま
す
。

対
本
市
に
住
所
が
あ
り
市
税
に
滞
納
の
な

い
人

補
助
金
額
＝
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２

（
上
限
12
万
円
・
１
日
当
た
り
８
万
円
）

書
類
の
配
布
＝
粕
川
支
所
内
赤
城
森
林
事

務
所
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
申
請
書
に
記
入
し
、
同
所
（
☎

０
２
７
‐
２
８
５
‐
４
１
１
６
）

へ
直
接

命
講
習
Ⅰ
（
成
人
コ
ー
ス
）を
開
催
し
ま
す
。

時
５
月
21
日
㈰
９
時
〜
12
時

場
消
防
局

対
市
内
在
住
か
在
勤
の
中
学
生
以
上
、
先

着
30
人

申
５
月
11
日
㈭
か
ら
救
急
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
４
５
１
３
へ

災
害
に
備
え
訓
練
放
送
を
実
施

　

国
民
保
護
情
報
を
想
定
し
た
全
国
瞬
時

警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
の
全
国

一
斉
情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
。
本
市
で
は

防
災
行
政
無
線
と
防
災
ラ
ジ
オ
か
ら
訓
練

放
送
が
流
れ
ま
す
。
実
際
の
災
害
と
間
違

え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

時
６
月
７
日
㈬
11
時
か
ら

問
防
災
危
機
管
理
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
９
３
５

地
域
の
身
近
な
相
談
相
手
に
相
談
を

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
厚
生
労
働

大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
の
地
方
公

務
員
で
、
地
域
住
民
の
立
場
か
ら
生
活
や

福
祉
全
般
に
関
す
る
相
談
・
援
助
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
毎
年
５

月
12
日
㈮
か
ら
18
日
㈭

ま
で
は
活
動
強
化
週
間
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員

が
地
域
の
人
に
向
け
て

Ｐ
Ｒ
活
動
な
ど
を
実
施

し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
生
活
上
の
困
り
ご

と
な
ど
が
あ
れ
ば
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
調
査
は
本

年
度
か
ら
廃
止
し
ま
し
た
。

問
社
会
福
祉
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
４
２

区
域
設
定
案
を
縦
覧

　

道
路
法
第
44
条
に
基
づ
く
届
出
・
勧
告

制
度
の
区
域
設
定
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

時
５
月
11
日
㈭
〜
25
日
㈭
（
土
日
曜
・
祝

日
を
除
く
）

場
国
土
交
通
省
高
崎
河
川
国
道
事
務
所

（
高
崎
市
栄
町
）
ほ
か

設
定
内
容
＝
届
出
・
勧
告
制
度
の
区
域

（
元
総
社
地
区
国
道
17
号
沿
道
）

意
見
書
の
提
出
＝
設
定
案
に
意
見
の
あ
る

土
地
所
有
者
な
ど
は
、
５
月
25
日
㈭
（
必

着
）
ま
で
に
意
見
書
に
記
入
し
、
各
縦
覧

場
所
へ

問
高
崎
河
川
国
道
事
務
所

☎
０
２
７
‐
３
４
５
‐
６
０
０
０

都
市
計
画
審
議
会
の
傍
聴

時
５
月
16
日
㈫
14
時
〜
15
時
30
分

場
市
役
所
11
階
北
会
議
室

対
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
13
時
30
分
〜
50
分
に
会
場
へ
直
接

問
都
市
計
画
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
３

教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴

時
５
月
15
日
㈪
14
時

場
市
役
所
11
階
北
会
議
室

対
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
13
時
30
分
〜
50
分
に
会
場
へ
直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

　第２回定例市議会の日程は右
表のとおりです。本会議はイン
ターネットで生中継します。ス
マホやタブレット端末などから
も視聴できます。市議会ホーム
ページをご覧ください。
問 議会事務局
☎027-898-5923

定例市議会日程

日時 会議名

６月13日㈫ 13時 本会議

６月20日㈫

10時 本会議（総括質問）６月21日㈬

６月22日㈭

６月29日㈭ 13時 本会議




